
令和４年１月 31 日 

 

郡市区等医師 会   御中 

 

 

大 阪 府 医 師 会  
（公 印 省 略） 

 

 

 

油症患者受療券の利用可能医療機関の拡大に関する協力依頼について 

 

 

平素より本会事業の推進にご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 標記につきまして、別添のとおり、日本医師会より通知がございました。 

 カネミ油症患者に対する支援については、平成 24 年８月に成立した「カネミ

油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律」及び同法に基づき策定され

た「カネミ油症患者に関する施策の推進に関する基本的な指針」により実施され

ています。  

本件は、厚生労働省より日本医師会に対して協力依頼があり、同指針において

油症患者受療券の制度の対象となる医療機関数の更なる拡大を図るとされてい

ることから、国、カネミ倉庫及び患者団体による三者協議の場での要望や、令和

３年度の健康実態調査の結果を踏まえ、油症患者受療券の使用の要望のあった全

ての医療機関に対して協力を要請するものです。 

つきましては、貴会におかれましてもご了知いただくとともに、貴会会員への周知

方ご高配を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

 

（参 考） 

○日本医師会ホームページ「メンバーズルーム」から別添文書の閲覧が可能です。 

https://www.med.or.jp/japanese/members/bunsyo/data3/kenko2/2021ken2_505.pdf 
※ユーザー名とパスワードでのログインが必要です。 

ユーザー名：会員 ID（日医刊行物送付番号）の 10桁の数字（半角入力）です。 

宛名シール下部に印刷されている 10桁の数字です。 

パスワード：生年月日の「西暦の下 2桁、月 2桁、日 2桁」を並べた 6桁の数字（半角入力）です。 
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